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設計業務にかかる県土整備部の発注基準について 
      

（平成１３年 ７月１日改正） 
（平成１４年 １月７日改正） 
（平成１４年 ７月１日改正） 
（平成１５年 ４月１日改正） 
（平成１８年 ６月１日改正） 
（平成１９年１０月１日改正） 
（平成２０年 ４月１日改正） 
（平成２１年 ４月１日改正） 
（平成２３年 ４月１日改正） 
（平成２５年 ６月１日改正） 
（平成２８年 ６月１日改正） 
 
 

 設計業務の指名・発注にあたっては、下記事項及び別紙発注基準によることとする。 
 

 
記 
 

① 管理技術者及び照査技術者として、別紙発注基準の業務の区分に対応した技術者 

を配置すること。 

② 管理技術者と照査技術者は、兼ねることはできない。 

③ 管理技術者は、打ち合わせ等には必ず出席すること。 

④ 発注方法の選定については、「設計業務にかかる発注方式選定フロー」による。 

なお、総合評価方式の対象は、「三重県総合評価方式の運用ガイドライン」によ

るものとする。 

⑤ 測量業務を合冊発注する場合は測量業務相当額を考慮し、測量業務発注基準に留

意するとともに、測量の有資格者の配置確認も行うこと。 

 

（定義） 

 １．「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行うもので、

設計業務等委託契約書第１０条第１項の規定に基づき、受注者が定めた者。 

 ２．「照査技術者」とは、成果物の内容について技術上の照査を行う者で、設計業

務等委託契約書第１１条第１項の規定に基づき、受注者が定めた者。 
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（別紙）  県土整備部における発注基準 
 
 
 

業務の程度（区分） 業務内容（例示） 発注基準 管理技術者 照査技術者 

簡易な業務 
（Ａ） 

修正設計 
安定計算を伴わな
い構造物 等 

右欄の技術者が配
置可能なこと 

技術士、技術管理者、
ＲＣＣＭのうち 1名 

技術士、技術管理者、
ＲＣＣＭのうち 1名 

部門指定 部門を問わない 

標準的な業務 
（Ｂ） 

単純橋 
河川構造物（安定
計算必要） 等 

右欄の技術者が配
置可能なこと 

技術士、技術管理者、
ＲＣＣＭのうち 1名 

技術士、技術管理者、
ＲＣＣＭのうち 1名 

部門指定 部門指定 

高度な業務 
（Ｃ） 

連続橋（２径間） 
砂防堰堤予備設計 
等 

右欄の技術者が配
置可能なこと 

技術士、技術管理者、
ＲＣＣＭのうち 1名 

技術士、技術管理者、
ＲＣＣＭのうち 1名 

部門指定 部門指定 

難度の高い業務 
（Ｄ） 

連続橋（多径間以
上） 
河川排水機場設計 
等 

右欄の技術者が配
置可能なこと 

技術士 技術士 

部門指定 部門指定 

 
注）１：業務内容により複数部門に技術者を有する会社とすることが出来る。 
注）２：各事業課の運用は別紙１による。 
注）３：国土交通省の建設コンサルタント登録規程の登録部門に登録していない部門において RCCM 

資格取得者が管理技術者または照査技術者として担当できる業務は、簡易な業務（A）までとする。 
注）4：業務の程度が（B)～（D)については、管理技術者又は照査技術者の部門指定は、国土交通省の 

建設コンサルタント登録規程の各登録部門に限る。 
注）５：管理技術者が三重県発注業務委託において兼務できる委託務業務件数は２，５００万円以上の委託

業務３件まで、または２，５００万円未満の委託業務は２，５００万円以上の業務を含め５件までとする。 
注）６：測量業務と合冊して発注する場合には、測量業務の発注基準も考慮し、有資格者の確認も行うこと。 
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(別紙１）
各事業課の発注基準の運用

 業 務 区 分  事業室名   管理技術者   照査技術者   特 記 事 項

道路関係室

簡易な業務 河川関係室

（A) 砂防関係室 基準通り 基準通り

港湾関係室

下水道関係室

道路関係室 基準通り 基準通り 業務内容により該当する複数部門を有すること

河川関係室 基準通り 基準通り

標準的な業務 砂防関係室 基準通り 基準通り

（B) 港湾関係室 基準通り 基準通り 業務内容により管理技術者を技術士とする

港湾部門は海岸部門に読替が出来る

下水道関係室 基準通り 基準通り

検定合格者可 検定合格者可 下水道第１種技術検定合格者

道路関係室 基準通り 基準通り 業務内容により該当する複数部門を有すること

河川関係室 基準通り 基準通り 業務内容により管理技術者を技術士とする

高度な業務 砂防関係室 基準通り 基準通り 〃

（C) 港湾関係室 基準通り 基準通り 業務内容により管理技術者を技術士とする

港湾部門は海岸部門に読替が出来る。

下水道関係室 基準通り 基準通り

検定合格者可 下水道第１種技術検定合格者

道路関係室 基準通り 基準通り 業務内容により該当する複数部門を有すること

河川関係室 基準通り 基準通り 業務内容により該当する複数部門を有すること

難度の高い業務 砂防関係室 基準通り 基準通り 業務内容により該当する複数部門を有すること

（D) 港湾関係室 基準通り 基準通り 業務内容により該当する複数部門を有すること

港湾部門は海岸部門に読替が出来る

下水道関係室 基準通り 基準通り 業務内容により該当する複数部門を有すること  


